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（１）社会保障審議会医療保険部会

第208回 社会保障審議会医療保険部会（2025.12.18 開催） （出席：北川理事長）

議題

１．外来特例を始めとする医療保険制度改革についてヒアリング

２．医療保険制度改革について

３．マイナ保険証の利用促進等について

発言

２．医療保険制度改革について

〇 議論の整理案については、これまで本部会で議論してきた様々な論点での幅広い意見があったことを
踏まえ、議論の方向性を的確に整理されていると受け止めている。私の発言も反映されていると理解し
ている。

〇 今後、現役世代が急激に減少し、高齢者数がピークを迎える。また、医療の高度化等で医療費がさらに
増加していくことが見込まれている。そうした中で、現役世代の社会保険料負担は既に限界を迎えている。
今後は年齢にかかわらず能力に応じた負担を徹底し、給付と負担のバランスを見直すことにより、現役世
代の負担軽減を図ることが重要である。

〇 そうした際に、特に今般結論が出ていない論点の中で、高齢者医療における負担の在り方は、今後、見
直しは避けられないものであり、多くの方の理解を得ながら進めていくべき重要なテーマである。来年度
中に行う具体的な制度設計において、足元の状況を正しく理解した上で建設的な議論を進めていただき
たい。
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（２）社会保障審議会医療保険部会 高額療養費制度の在り方に関する専門委員会

第８回 高額療養費制度の在り方に関する専門委員会（2025.12.15 開催） （北川理事長）

議題 高額療養費制度について

発言

〇 保険者としても、高額療養費制度は、医療保険の持つセーフティーネット機能の最たるものであ
ると認識しており、これが充実されていくことは、大変良いことではないかと考えている。

〇 多数回該当リセットについては、保険者としても課題として認識しており、保険者が替わった際
のリセットが課題として記載され、今後、検討を進めていくべき課題とされたことは、評価している。

〇 実現に当たっては、保険者間の情報連携に関して、システム等実務面での課題が非常に重いので、
実現に向けるという方向で、丁寧にひも解いていただきたい。多くの関係者間の調整が必要となるの
で、ぜひ国のリーダーシップを期待したい。

〇 なお、患者の一時的な負担を減らす観点や、保険者の事務負担軽減の観点から、保険者間のシス
テム連携を推進する際には、事後申請による払戻しではなく、保険者が替わったとしても、マイナ保
険証を用いて、医療機関の窓口で負担を不要にするようなシステム構築の検討を進めていただきたい。

〇 特定疾病については、今回、報告書からは削除されているが、特定疾病の在り方について、今回
の委員会では十分に議論がされていない。制度創設以来、疾病構造や治療の在り方が変化している一
方で、これまで特段の議論が行われてこなかったことは事実であるため、事務局には、ぜひとも今後
の検討課題として認識していただきたい。



（３）中央社会保険医療協議会 総会

第631回 中央社会保険医療協議会 総会（R７.11.28開催） （出席：鳥潟理事）

議題 調剤について（その２）

発言

〇門前薬局ではなく、患者さんの服薬情報を一元的かつ継続的に管理し、薬物治療をしっかりとサポー
トする「かかりつけ薬局」への移行がなかなか進んでいない、むしろ門前薬局がいまだに増加してい
る状況が見て取れる。

〇診療報酬においても、大規模化して効率的に、かかりつけ機能や地域の拠点薬局としての機能を果た
す薬局を評価し、門前薬局とはしっかりとメリハリをつけていくことが重要と考える。

〇そうした中、事務局から示された資料を見ると、処方箋集中率が高い調剤基本料１を算定している薬
局の実態や、処方箋集中率等の要件を潜り抜けている事例などが紹介されており、抜本的な対応には
ならないものの、実態を踏まえた要件の見直しも着実に行っていく必要があると考える。

〇また、患者さんが、服薬指導等で、かかりつけ薬局のメリットを実感できることが、納得のある負担
につながると考える。指摘の通り、かかりつけ薬剤師指導料は、かかりつけとしての役割を果たして
いることを評価すべき。
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議題 個別事項について（その９）

発言

〇医療資源の少ない地域の見直しや経過措置期間の延長について異論なし。そのうえで、人口の少ない
地域で外来診療体制を確保するために、オンライン診療は重要な位置づけであると考える。

〇 以前、オンライン診療の広告事例などが紹介されており、不適切な事例については厳格に対応する
必要があるが、一方、医師の確保が難しい局面でこそ、オンライン診療が効果を発揮するものであり、
いざという時の医療機関連携とセットに進めていくべき。



第633回 中央社会保険医療協議会 総会（R７.12.５開催） （出席：鳥潟理事）

議題 個別事項について（その12）後発医薬品・バイオ後発医薬品の使用体制②

発言

〇後発医薬品の体制加算について、以前も申し上げた通り、長期収載品の選定療養の導入により、後発
医薬品の使用状況が大きく変化していることを踏まえると、このまま維持ということにはならないと
考えている。

〇後発医薬品の使用は、患者さんにとっても、医療機関にとっても当然のこととして受け入れられた
フェーズに至ったと考えており、そうした状況を踏まえて、使用状況に応じた加算という方法はなじ
まなくなったと考える。

〇一方、医薬品の供給状況の悪化により、病院や薬局等で追加的な業務が生じているという実態につい
ても検討が必要ということは、一定理解ができているところです。ただ、そもそもガイドラインの認
識状況が十分でないという点は、大きな課題だと捉えている。

議題 個別事項について（その13）精神医療② 

発言

〇初診待機の問題がある中、患者さんが早期に、専門的な知見の深い精神保健指定の初診を受ける体制
を確保していくことは重要であると考える。一方で、現行、診察時間で評価がわかれているが、見直
しを行う際には、精神疾患の診察にあたって必要な問診や医師とのコミュニケーションが確保され、
診療の質を担保することも併せて検討する必要があると考える。

〇次に、初診のオンライン精神療法については、すでに行政による対面の対応が行われている患者さん
に対して、行政職員が患者の側にいるときに診察が行われているという限定的なケースと理解した。

〇基本的に、精神疾患について診断の基礎となる初診は対面で実施すべきと考えていることを申し添え
る。
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（３）中央社会保険医療協議会 総会



議題 賃上げについて（その１）

発言

〇賃上げについて、報酬上の評価で対応する場合、被保険者や事業主の保険料負担や患者さんの自己負
担の増加につながることとなる。そうした方々の納得が得られるように、医療機関や薬局の特性や状
況に応じて、可能な限りきめ細やかに、公平かつ確実に、賃上げにつながる対応を検討していくこと
が必要と考える。

〇その際、前回のベースアップ評価料については、基本的には、届け出ていた医療機関では、賃上げが
着実になされていたと受け止めている。診療所や診療行為別に算定回数に差がある点など、改善を図
る必要がないかについては、さらなる実態の分析を行う必要があると思う。

〇一方、届け出の簡素化については、可能な範囲で対応する必要があると考える。
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（３）中央社会保険医療協議会 総会



第635回 中央社会保険医療協議会 総会（R７.12.12開催） （出席：鳥潟理事）

議題 入院について（その８）

発言

〇急性期医療について、新たな地域医療構想も踏まえ、病床のみならず、地域においてその病院が果た
している機能も考慮して、評価を適正化していくべきと考えている。

〇そうした中で、急性期の入院料については、人口規模を踏まえつつ、救急搬送件数や全身麻酔手術件
数も踏まえて、地域で急性期医療を支える砦となる病院を区別して、評価していく方針であり、また、
21ページ目に、2つの加算の統合イメージを記載いただいているが、総合的な診療体制を有しており、
かつ、高度な手術の実績が高い病院を、ほかの病院とメリハリをつけて評価していく方針と受け止め
ている。

〇そうした機能を持つ病院が、地域の急性期医療を支える拠点となることが、効率的な急性期医療提供
体制の構築につながると考えおり、進めていくべきと考える。

29

第636回 中央社会保険医療協議会 総会（R７.12.17開催） （出席：鳥潟理事）

議題 個別事項について（その１６）長期収載品の選定療養②

発言

〇長期収載品の選定療養制度は、後発品処方が可能なケースにおいて、本人の希望で先発品を使用する
場合であることから、後発品が処方される方との保険給付の公平性の観点からも、後発品と先発品の
価格差の全額を「特別の料金」とする方向で見直しを図るべきと考える。少なくとも、価格差のなる
べく高い割合とする見直しを、今般、行うべきと考える

〇もともと、価格差4分の1の方の多くが、50円未満であることに加え、現在、薬価制度化企画で検討さ
れている長期収載品の薬価の適正化を踏まえると、患者負担割合を引き上げたとしても、患者負担へ
の影響も一定緩和されると認識している。

（３）中央社会保険医療協議会 総会
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第637回 中央社会保険医療協議会 総会（R７.12.19開催） （出席：鳥潟理事）

議題 個別事項について（その１７）これまでの指摘に対する回答

発言

〇訪問看護について、5ページ目にあるとおり、訪問看護管理療養費Ⅱを算定している患者は、いずれ
の疾病においてもⅠを算定している患者よりも訪問日数や訪問回数が多くなっている一方、９ページ
目に示された通り、ⅠとⅡでは、別表７に該当する患者さんの割合に大きな違いがなかったことがわ
かる。

〇高齢者住宅に隣接し、効率的に訪問看護を提供する訪問看護ステーションについて、訪問数に応じた
評価や加算の方法をとるのは、過不足のない訪問看護の実施の観点から、少し難しいのではないかと
思う。同一建物の利用者への訪問看護について、包括的な評価の在り方や、合算した訪問時間の考慮
などを検討すべきと考えている。

議題 個別事項について（その１８）医療DX

発言

〇医療DXに関して、今年の12月にマイナ保険証を基本とする仕組みに完全移行したところである。その
ため、マイナ保険証の利用を促進する医療DX推進体制整備加算については、その役割を終えたものと
受け止めており、廃止すべきと考える。今後は、マイナ保険証の利用やオン資の体制整備は前提条件
として、医療DXの取組を評価していく必要があると考える。

〇一方で、電子処方箋については、薬局以外の施設では普及が不十分であり、電子カルテについては、
病院や診療所における導入促進に加えて、情報共有サービスの運用が待たれるところである。

〇これらについては、システム運営費が被保険者の保険料により賄われていることを踏まえつつ、電子
処方箋や電子カルテによる他施設の受診状況や服薬状況の確認や情報提供により、患者さんがメリッ
トを享受できることに対しての評価のあり方を検討すべきと考える。

（３）中央社会保険医療協議会 総会
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第638回 中央社会保険医療協議会 総会（R７.12.24開催） （出席：鳥潟理事）

議題 医療法等改正を踏まえた対応について

発言

〇将来にわたって地域で必要な医療提供体制を確保するため、医師偏在是正は非常に重要な課題であり、
改正医療法に基づき、地域で実効性のある取り組みが進められるようにしていく必要がある。

〇改正医療法において、外来医師過多区域の新規開業者に対して、都道府県知事の要請や勧告、保健医
療機関の指定期間の縮小が定められたが、要請の実効性をさらに担保するためにも、要請に応じない
場合の診療報酬上のディスインセンティブを設定する必要があると考える。

〇そうした中、要請に応じない医療機関に対して、論点で示されている機能強化加算や地域包括診療加
算等、かかりつけ医機能や地域医療体制への貢献に関する評価が含まれる診療報酬上の評価について
は、取得できない方向とすべきと考える。

（３）中央社会保険医療協議会 総会



（４）中央社会保険医療協議会 薬価専門部会
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第242回 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会（R７.12.３開催） （出席：鳥潟理事）

議題 令和8年度薬価改定について

発言

〇オーソライズド・ジェネリック（AG）やバイオAGについて、先発品の薬価と同額とする方針で異論な
し。AGか否かを判断するために薬価基準収載希望所に記載を求めることは必要なことだと思うが、客
観的な判断を可能とできるよう、今後も継続的に検討いただきたいと考えている。

〇なお、AG・バイオAGについては、長期収載品と同様に扱っていくという方針と受け止めている。その
ため、長期収載品の選定療養制度や各種加算等の後発品使用状況の要件においても、整理し直す必要
があると考えている。

〇不採算品再算定について、該当類似薬のシェアが一定割合以上の場合に対象とする点について、少数
多品目構造を解消し、安定供給を確保する方針を後押しする観点から重要であると考える。

〇加えて、前回の議論でほかの委員から指摘があったが、供給改善に寄与するもののみを対象とするべ
きであり、市場から撤退する予定の品目については対象外とする必要があるとともに、例えば、数量
シェアが極端に低い品目について、今後、安定協供給に寄与するほどの供給増が見込まれないと想定
されるため、対象外とすることもあり得るのではないかと考える。



（４）中央社会保険医療協議会 薬価専門部会
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第243回 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会（R７.12.10開催） （出席：鳥潟理事）

議題 関係業界からの意見聴取について

発言

〇不採算品再算定を適用したにもかかわらず、シェアがゼロとなっている企業がある。おそらく市場を
撤退していると思う。市場を撤退予定や数量シェアが極端に低い品目への不採算品再算の適用には慎
重にならざるを得ない。全品が通常出荷になるのがゴールではなく、我々が見たいのは、需要に対し
てどれだけ供給を満たせるかということ。

来年度は試行期間が終わり、企業指標の個別企業の評価結果の公表が必要と考えているが、準備でき
ているか。

→不採算品再算定を適用した品目には、様々なケースがある。原薬の供給が停止されてしまったように、
意図せず、辞めざるを得ない、とか、増産したが意図せず市場が流れてしまい、限定出荷解除できな
いケースもある。責任者会議で情報共有をしていく。

企業指標の公表について、対応を変えることはない。BやCの中にも供給を真摯に対応しているものが
ある中、Aに流れていくことになると、需給バランスが崩れることになるため、A企業に余力があるこ
とが望まれる。



（４）中央社会保険医療協議会 薬価専門部会
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第244回 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会（R７.12.12開催） （出席：鳥潟理事）

議題 令和8年度薬価制度改革の骨子（たたき台）について

発言

〇不採算品再算定について、これまで特例的な対応を行っている一方、供給不安はまだ解消していない
と認識している。そうした中で、今回の薬価制度改革では、供給改善に真に寄与する品目のみ対象と
すべきであり、品目統合への影響も配慮すべきと考えている。

〇そのため、資料に記載されている要件に加えて、市場からの撤退や供給改善への寄与が難しいシェア
率の品目までした支えが必要なのか、その在り方について検討が必要ではないかと考える。

〇また、業界ヒアリングで伺ったが、企業指標については、個別企業の評価結果の公表を行ってこそ、
その目的が果たされると思う。価格帯集約で企業指標のさらなる活用を行うのであれば、個別企業の
公表もセットで検討いただければと思う。



（４）中央社会保険医療協議会 薬価専門部会
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第245回 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会（R７.12.26開催） （出席：鳥潟理事）

議題 令和8年度薬価制度改革の骨子（案）について

発言

〇不採算品再算定について、供給改善に寄与するもののみを対象とするべきと繰り返し申し上げてきた
ところであり、示された案は、そういった考え方で、整理されたものととらえている。今般の薬価制
度改革で不採算品再算定の対象となった品目について、供給状況やシェアがどのように変化したのか、
今後、ぜひとも、お示しいただきたいと考える。

〇また、最低薬価の引き上げは、物価高騰を踏まえたものであり、価格の調整弁とならないよう、販売
価格に適切に反映されることを、今後、確認していきたいと考えている。



（５）中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会
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第75回 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会（R７.12.26開催） （出席：鳥潟理事）

議題 令和8年度費用対効果評価制度改革の骨子（案）について

発言

〇費用対効果評価制度のさらなる活用として、価格調整の対象範囲の拡大に向けて、議論の道筋が示さ
れたことは一定評価したいと思う。

〇既存の比較対象技術と比べて追加的な有用性がなく、単に費用増加となる医薬品について、例として
記載されている案は合理性があると考え、ぜひとも検討を進めていただきたい。



（６）地域医療構想及び医療計画等に関する検討会

第８回 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会（R７.12.12 開催） （出席：川又理事）

議題
〇 新たな地域医療構想策定ガイドラインについて（高齢者救急、医療機関機能）
〇 医師確保計画の見直し等について

発言

〇 先週成立した医療法等の改正法案について、施行が来年４月のものもあるが、施行に向けた準備
を加速していただきたい。

〇 本日示されたものは、当該法律事項の一つとして、外来医師過多地域における新規開業希望者へ
の要請、勧告、公表というような措置や、保険医療機関の指定期間の短縮措置であるが、基本的に細
かな部分は示された方向性で進めていただきたいが、いずれにしても、真に実効性のある取組、形骸
化して機能しない（制度はあるが使われない）ということがないように、運用をお願いしたい。

〇 また、医療法の修正の中身にも一部記載があったが、効果が上がっていないと考えられる地域に
おいては、再検討する規定も盛り込まれたと承知しているため、施行後の効果検証および必要な見直
しは継続的に進めていただきたい。

37
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出典元 第８回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会（R７.12.12）
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出典元 第８回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会（R７.12.12）
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出典元 第８回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会（R７.12.12）
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出典元 第８回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会（R７.12.12）



（７）介護保険関係

第130回 社会保障審議会介護保険部会（R７.12.１ 開催） （出席：鳥潟理事）

議題
〇 持続可能性の確保
〇 論点ごとの議論の状況
〇 その他

発言

〇 論点③について、所得要件と配慮措置の内容について、まず、所得要件については、前回、医
療・介護間で、可能な限り、整合をとるべきと申しましたが、医療と比べて介護は、継続的なサービ
ス利用が考えられることも考慮されて、この選択肢が示されているのだと認識した。

〇 それでも可能な限り整合を図るとともに、人口減少・少子高齢化社会において、能力に応じた負
担という全世代型社会保障の実現により、介護保険制度の持続可能性を図る観点から、なるべく多く
の方が「一定以上所得」の対象になるように、所得要件を設定すべきと考える。

〇 また、配慮措置について、②は、能力に応じた負担という観点から一定理解はできるものの、預
貯金等の正確な把握が困難であることに加え、自己負担割合は所得基準で設定しているという制度の
整合性の観点から、①の負担増加の上限を設定する方が現実的であると考えます。もし、②をとる場
合においては、正確な把握と事務負担の軽減が両立できるよう配慮が必要であり、また時限の措置と
すべきと考える。

〇 論点④について、22ページ示された方針で進めていくべきと考える。

〇 論点⑥について、介護保険制度において、ケアマネジメントは当然あるべきものとして、その役
割が関係者の中で確立されており、利用者や事業者の方に十分に普及したと考えます。制度の持続可
能性に加えて、他のサービスとの整合性や、利用者がケアマネのサービスに関心を高めるためにも、
一律に幅広く利用者負担を求めていくべきと考える。なお、その際には低所得の方への一定の配慮は
必要と考える。

〇 業務負担のあり方や有料老人ホームの対応について、給付管理等の事務に要する部分に自己負担
を求めないことは、制度導入当初、ケアマネジメントを10割給付とした趣旨から少し離れるものであ
り、また、有料老人ホームは、同様の他のサービス利用者との公平性の観点からも、少なくともこれ
らについては自己負担を求めるようにしていくべきと考える。 42



第132回 社会保障審議会介護保険部会（R７.12.22 開催） （出席：鳥潟理事）

議題
〇 とりまとめに向けた議論
〇 その他

発言

〇 給付と負担について、これまで本部会で幅広い意見があったことを踏まえつつ、その方向性につ
いて整理いただいたものと受け止めている。

〇 ケアマネについては、制度の持続可能性に加えて、他のサービスとの整合性や、利用者がケアマ
ネのサービスに関心を高めるためにも、一律に幅広く利用者負担を求めていくべきと考えており、今
般、そこまで、整理ができなかったことは残念である。今後、第10期の計画期間に向けて、議論を深
めていくべき課題と認識している。

〇 一方、少なくとも、有料老人ホーム入居者への新たな相談支援の類型については、同様の他の
サービス利用者との公平性の観点からも、今回、利用者負担を求める方向とすべきであり、資料に記
載されたとおり進めていくべきである。

〇 また、「検討中」となっているが、２割負担の対象範囲について、人口減少・少子高齢化社会に
おいて、現役世代の保険料負担が限界を迎えている中、能力に応じた負担により、制度の持続可能性
を図る観点から、対象範囲の拡大は不可欠であると考えている。これ以上先延ばしできない課題であ
り、今回で確実に見直しについて方向性をまとめるべきと考える。

43

（７）介護保険関係



第133回 社会保障審議会介護保険部会（R７.12.25 開催） （出席：鳥潟理事）

議題
〇 とりまとめに向けた議論
〇 その他

発言

〇 ２割負担の「一定以上所得」の判断基準については、介護サービスの質の向上を図りながら、現
役世代の負担にも配慮し、介護保険制度の持続可能性を高めていくためにも、能力に応じた負担の観
点から見直しは避けられないものであり、議論の先送りは非常に残念である。

〇 第10期介護保険事業計画期間の開始前までに確実に結論を得ていただくようお願いする。

44

（７）介護保険関係
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出典元 第133回 社会保障審議会介護保険部会（R７.12.25）
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出典元 第133回 社会保障審議会介護保険部会（R７.12.25）
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出典元 第133回 社会保障審議会介護保険部会（R７.12.25）



第250回 社会保障審議会介護給付費分科会（R７.12.12 開催） （出席：鳥潟理事）

議題
〇 介護人材確保に向けた処遇改善等の課題
〇 改定検証調査（１）の集計状況について（速報）

発言

〇 介護人材の確保に向けて、昨今の他産業の状況を踏まえ、介護従事者の処遇改善の必要性につい
ては、理解できるところ。

〇 一方、介護報酬で対応する場合、被保険者や事業主の保険料負担につながることとなる。

〇 介護職員等処遇改善加算の拡充については、期中での対応になることを踏まえ、保険料負担や保
険財政への影響にも十分配慮した上で、検討をしていただくようお願いする。

〇 また、人材確保においては、職場環境の改善も重要であり、各事業所における生産性向上や協働
化の取組についてもさらなる推進を期待したい。

48

（７）介護保険関係



第251回 社会保障審議会介護給付費分科会（R７.12.19 開催） （出席：鳥潟理事）

議題
〇 令和８年度介護報酬改定 審議報告のとりまとめに向けて

発言

〇 介護職員の人材確保に向けて、他職種とそん色のない処遇改善の実現は重要な課題であり、資料
について、今般の改定についてこれまで議論してきた意見を踏まえた考え方を整理して、取りまとめ
ていただいたと受け止めている。

〇 一方、繰り返し申し上げるが、介護報酬で処遇改善の対応をする場合、被保険者や事業主の保険
料負担につながることとなる。

〇 保険料を負担する方の理解が得られるように、生産性向上や協働化の取組もセットで対応いただ
くとともに、次期報酬改定に向けては、実態を踏まえたきめ細やかな対応の検討や、適正化や効率化
についても、しっかりと議論を行いたいと考えている。

49

（７）介護保険関係
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